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基本的な考え方
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1.
　湖西市では、平成 13 年３月に「輝く未来を．．．女と男プランこさい」を策定し、

男女がそれぞれの個性や能力を十分に発揮し、あらゆる場で家庭の責任も社会の

責任も平等に分かち合える男女共同参画社会の実現に向けて施策や取り組みを推

進してきました。

　現行計画の策定から 10 年が経過し、施策の進行状況や社会情勢の変化により

生じた課題に対応するため、現行施策の充実や新たな取り組みが必要なことから、

新たに「女と男プランこさい」を策定しました。
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2.
平成 23 年度から平成 27 年度まで（５年間）

3.
 ・社会経済情勢、国や静岡県の動向の反映

 ・湖西市民意識調査（平成 22 年 11 月実施）の反映

 ・計画の実効性を高めるため、重点的に取り組む課題や目標指標を設定、庁内推

　進体制の整備など

4.
 ・湖西市における男女共同参画を推進する基本的な指針となる計画です。

 ・国の「第３次男女共同参画基本計画（平成 23 年～ 32 年度）」、「第２次静岡県

　男女共同参画基本計画（平成 23 ～ 32 年度）」を踏まえ、「新・湖西市総合計画」や、

　市の諸計画との調和が保たれた計画とします。

■ 計画の概要

策定の趣旨

期間

策定のポイント

役割・位置づけ




